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要旨　本稿では，近年の地方財政制度改革を概観するとともに，三位一体改革による基準財

政需要と基準財政収入の構造変化について検討した。

　本稿では以下のことが明らかになった。第１に，地方財政計画と決算額の乖離が大きいと

指摘されてきた投資的経費の地方単独事業分は，現在ではその乖離はほぼ解消している。第

２に，２００６年度と２０１０年度について基準財政需要額を人口により回帰分析した結果を比較す

ると，後者のほうが多くの人口規模の自治体にまで段階補正を認めているものと解釈できる。

第３に，基準財政収入額を人口により回帰分析した結果によると，三位一体改革によって１

人当たりの基準財政収入額は均等化されている。
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Abstract This paper surveyed the recent reforms in institutional local government 

finance and considered the structural change in standard financial demands and revenues 

during the Koizumi-Reform term.

　 First, the gap in the investment cost in local government programs between the 

plan of local government finance and its settlement was eliminated during the term 

of the Koizumi-Reform.　It has been pointed out that it was a very important issue.　

Second, the latter clearly accepts the most of the compensation phase for population 

scale local governments which was relatively large when compared ２０１０ with ２００６. 

Third, the standard financial revenue per population was more towards the average 

during the term of the Koizumi-Reform.
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１.　は　じ　め　に

小泉政権では，地方分権改革の一環として，「三位一体改革」がなされた。「骨太の方針

２００３」で基本方針が打ち出された三位一体改革では，国庫支出金，地方交付税の削減と国

から地方への税源移譲がおこなわれた。本稿では，このような地方分権改革のなかで，地

方交付税がどのように変化してきたのかを基準財政需要と基準財政収入をとりあげて検討

することにした。

これまでにも基準財政需要と基準財政収入には人口要因が反映されていることが指摘さ

れている。そこで本稿では，近年の地方財政制度改革を概観するとともに，三位一体改革

を経て基準財政需要と基準財政収入に構造変化がもたらされているのかについて検討する

ことにした。

２.　地方交付税の現状

地方交付税の現状を見ておこう。図１は２００１年度から２０１２年度までの基準財政需要額，

基準財政収入額及び，地方交付税の推移を表したものだ。図１によると，地方交付税が

も多額であったのは２００２年度であり，１９.５兆円となっている。２００３年から２００７年にかけて

三位一体改革が実行されていくが，この間において地方交付税は総計で４.３兆円減少してい

る。２０１０年度と２０１１年度では民主党政権で予算が編成されているが，それぞれの年度の地

方交付税は１７.２兆円と１８.８兆円と増額され，三位一体改革開始時の水準に戻っている。

基準財政需要は２００１年度から２００４年度まで低下傾向にあり，その後，２００８年度まで微増

の傾向にある。２００９年度に微減するが，その後は横ばい傾向になっている。基準財政収入

は，小泉内閣時代の景気上昇期間中に増加傾向にあり，その後は，２００８年のリーマンショッ

クやその後の欧州危機などの影響を受けた景気低迷によって減少傾向となっている。地方

交付税は基準財政需要と基準財政収入の差額を埋めるものであり，景気の影響を大きく受

けていることがわかる。

地方交付税は長らく国税３税（所得税，法人税，酒税）の一定割合を財源としていたが，

消費税が導入された１９８９年からは消費税とたばこ税の一定割合が加わった。２０１５年度には

たばこ税が財源として除外され，新しく地方法人税が創設された。表１は１９９０年度から現

在までの地方交付税率と対象税目をまとめたものである。なお，地方法人税は，課税標準
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表１　地方交付税率の推移

出所：総務省『地方財政統計年報（各年度版）』より作成。

図１　基準財政需要，基準財政収入，地方交付税の推移

備考）所得税については2000年度から2004年度までは所得譲与税を除いた額に係る率である。

消費税については1996年度までは消費譲与税に係る額を除いた額に係る率である。

出所：『地方交付税制度のあらまし（2015年度版）』より作成。



法人税額に ４.４％の税率を乗じて算出される。

地方交付税は国税を財源（法定税収）としているが，慢性的に財源不足となっている。

図２は２００１年度から２０１２年度にかけての法定税収と地方交付税額の推移を描いたものであ

る。図によると，この期間中に法定税収によって地方交付税を賄うことはできていないこ

とがわかる。三位一体改革期間は地方交付税を下げている一方で，景気回復によって地方

交付税対象の税収も上昇していることから開いていた差額が閉じかかっている。しかし，

２００８年度以降，再度，多額の差額が発生している。

表２は小泉政権の前後における地方交付税に関する改革をまとめたものだ。小泉政権時

の三位一体改革前に第１次地方分権改革が１９９３年から２００１年になされている。１９９８年５月

２９日に地方分権推進計画が閣議決定されている。

これによる大きな改革は，国から地方への機関委任事務制度が廃止されたことである。

地方交付税については，段階補正が見直されることになった。見直し前では，人口１,０００人

程度の自治体においては人口が測定単位になっている行政経費について基準財政需要額を

大幅に割増されていた。見直し後では，人口４,０００人未満の自治体の割増率を４,０００人の自
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出所：『地方交付税のあらまし（２０１５年度版）』，『国税庁統計年報書（各年度版）』より作成。

図２　地方交付税と法定税収の推移



治体の基準で一律化されることになった�。その後においても段階補正は見直しされてい

る。２００１年には人口が４,０００人以上から１００,０００人までの自治体の段階補正の割増率をより

効率的な上位３分の２の自治体を基礎とすることになった。

２００１年には臨時財政対策債（以後，臨財債とする。）の発行が認められるようになった。

臨財債の発行が認められる前までは，国は地方交付税特別会計からの借入，すなわち国債

の発行によって地方交付税財源の不足分を補填していた。２００１年にはこの制度を改め，地

方に臨財債の発行を認めることにして，地方交付税の財源不足分を地方で埋めてもらうこ

とにした。臨財債は地方債なので地方の借金となるが，元利償還金が次年度の地方交付税
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�　地方分権推進計画（１９９８年）」の「６. 地方財源の充実確保」において，「地方交付税の算定に当

たり，各地方公共団体の課税努力，自主的な財政再建努力や行革努力等を促す観点，市町村合併

を支援していく観点等からの財政需要を反映することとする。」とされている。（５２ページ，１
　

 行

目から引用。）

表２　小泉改革前後における地方交付税制度の改革

内　　　　容目　　的期　間

①人口４,０００人未満の自治体の段階補正の割増率
を一律化

②これまでの交付税特会からの借入による補填
からの見直し

①段階補正の見直し
②臨時財政対策債の発行認可

１９９８年～２００１年

①地方債の充当率が９５％から原則９０％に引き下
げ

②割増率の算定をより効率的な財政運営をして
いる自治体の行政費を基礎にする

①事業費補正の見直し
②段階補正の見直し

２００２年～２００４年

留保財源比率が都道府県と市町村が２５％に統一化

（都道府県２０％から２５％へ）
留保財源比率の見直し

２００３年

「骨太２００３」を反映させた大幅な削減２００４年度地方財政計画における
大幅な交付税削減への地方の反
発

２００４年

①交付税算定水準より上の行革を実行して経費
削減すると，その分を他の行政に使うことが
できる財源を確保

②行革に必要な追加経費を算入

①留保財源比率の見直しに「行
革インセンティブ算定」を導入

 ②さらなるインセンティブ算定
２００５年～２００６年

人口と面積を基本とした簡素な算定
基準財政需要額の約１割分

新型交付税の導入
２００７年

①三位一体改革による地方交付税削減分の復元
（国負担分の法定率の引き上げ）

政権交代
①地方交付税の復元
②行革インセンティブ算定終了

２００９年

①景気対策・地域活性化
②財政力が弱い自治体に追加発行（財源不足基

礎方式の導入と標準化）
③標準団体より小さな自治体の割増率の引き上

げ

①交付税の加算措置
②臨財債発行の見直し
③段階補正の復元２０１０年～２０１１年



で算入されることになっている。

２００２年には，「骨太の方針２００１」を反映して�，事業費補正が改正された。地方でなされ

る公共事業の場合，事業費への国からの補助率は２分の１が概ねである。すなわち地方が

負担するのは事業費の半分ということになるが，事業費用に対して実際のところは地方債

が充当されている。事業費補正の改正により地方債の充当率は９５％から原則９０％に引き下

げられることになった。充当率９０％は，通常債を原則３０％に統一させた上で，財源対策債

を６０％にするということである�。この改正によってより客観的な測定単位で参入される

部分が地方交付税に含まれることになった。これによって地方交付税に含まれる事業費部

分が少なくなった�。

段階補正の見直しが２００２年から２００４年にかけて行われている�。具体的には段階補正の

割増率をより効率的な財政運営を行っている上位３分の２の自治体平均行政経費を基礎と

するようにした。ここでいう効率的な財政運営としては，自治体職員を兼務させるあるい

は外部委託にすることなどがあげられる。

宮崎（２０１０）は１９９８年に実施された４,０００人以下の自治体の段階補正一律化は，合併協議

会の設置に影響を与えなかったとしている。むしろ２００２年の段階補正の見直しが合併協議

会と法定協議会の設置確率を上昇させているとしている。普通交付税の削減による合併協

議会と法定協議会の設置確率を高める効果は確認できないことから，三位一体改革での交

付税改革は合併のインセンティブになっていないとしている。

２００３年には留保財源の見直しが行われた。基準財政収入額は都道府県と市町村のそれぞ

れの団体の「標準的な地方税収入」に７５％を乗じた額に「地方譲与税」を加えた額とされ

ている。地方政府の徴税努力や地域活性化によって標準的な地方税収が増加しても，「標

準的な地方税収＋交付税額」の２５％は増加する仕組みになっている。この２５％部分を留保
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�　「骨太の方針２００１」において，「現在は，特定の事業の地方負担を交付税で措置する仕組み（地

方債の償還費を後年度に交付税措置する仕組み等）と補助金の組合せによって，事業費の大半が

賄えることも多い。そのため，地方の実質的負担が少ない事業にインセンティブを与え，地方が

自分で効果的な事業を選択し，効率的に行っていこうという意欲を損なっている面がある。こう

した地方の負担意識を薄める仕組みを縮小し，自らの選択と財源で効果的に施策を推進する方向

に見直していくべきである。」とされている。（２５ページ，４
　

 行目から引用。）

�　財源対策債は，地方における建設事業費を賄うための地方債である。財源対策債は次年度にお

いて交付税で国が措置してくれる。

�　この事業費補正の改正による地方交付税への影響の詳細は岡本（２００２），１００ページを参照。

�　これも「骨太の方針２００１」が反映されている。「段階補正（団体の規模に応じた交付税の配分

の調整）が，合理化や効率化への意欲を弱めることにならないよう，その見直しを図るべきであ

る。」とされている。（２５ページ，１０行目から引用。）



財源と言われている。見直し前では，留保財源比率が都道府県が２０％，市町村が２５％で

あったが，２００３年の見直し後では，都道府県と市町村の留保財源比率が２５％に統一される

ことになった。

留保財源の存在によって各地方政府は地方交付税に算定されている額以上の歳出を減少

させると，その分を他の経費に活用することができる。留保財源比率の引き上げは地方が

増収になった場合に地方交付税での相殺割合が低くなるために地方の徴税インセンティブ

を高めると考えられる�。

２００５年からは，より一層の行政改革を促すために「行革インセンティブ算定」が導入さ

れることになった。これは行革を実行するにあたっての初期費用分を算定するというもの

で，事務の IT 化にともなう経費増とその経費増にともなう歳出削減の実績を表す指標に

応じて算定するというものである。いまひとつとして徴税強化への取組みを反映する算定

が導入され，徴税強化への費用増とそれにともなう実績を表す指標に応じて算定すること

になった。２００６年にはさらなる行革を促すために，行革の実績を地域振興関係費に反映す

る算定が行われることになった。

西川（２０１０）は財政中立の下で留保財源比率が変化した場合の自治体の歳入への影響を

シミュレーション分析をしている�。留保財源比率が低くなっていくと，地方交付税の減

少につながる。留保財源比率を下げる前と比較すると余剰が発生するので，これを再度，

自治体に交付することによって自治体の歳入格差の是正につながるとしている。

２００７年には基準財政需要額の１割程度について各都道府県・市町村の人口と面積を反映

させた包括算定経費が導入された。これにより，算定項目数が２００６年から２００７年にかけて

都道府県で４２から３２に，市町村で５３から３６に減少した�。

包括算定経費は公債費を除いた基準財政需要額の一部において�，人口と面積を基本に

した簡素な算定が行われる。小規模な自治体に不利な状況にならないために以下のような

制度設計がなされている。 
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�　岡本（２００２）は留保財源比率の引き上げの目的として税収確保へのインセンティブに加えて地

方交付税の財源調整機能の縮小をあげている。

�　歳入の中身は地方税，地方譲与税，地方交付税である。

�　総務省（２０１２）「地方財政関係資料」（２０１２年２月），１５ページ参照。

�　２００７年度では公債費を除いた基準財政需要額４１兆円の１２％分に相当する５兆円が対象となって

いる。



算定方法は，人口規模のコスト差を反映させた人口と土地利用形態のコスト差を反映さ

せた面積に都道府県は１２,３９０円，市町村は２３,２２０円を人口に乗じた額と都道府県は１,１１４,０００

円，市町村は２,３５７,０００円を乗じた額を足した額となる。図３は人口規模のコスト差をどの

ように反映させるのかについての概念図であり，表３は土地利用形態のコスト差の概念を

まとめたものである。したがって包括算定経費を式で表現すれば，以下のようになる。

　包括算定経費 ＝ aX ＋ bY

ただし，Ｘは人口規模のコスト差を反映させた人口であり，Ｙは土地利用形態のコスト

差を反映させた面積である。ａは都道府県は１２,３９０円，市町村は２３,２２０円であり，ｂは都

道府県は１,１１４,０００円，市町村は２３５,７００円である。
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出所：総務省ウェブページより抜粋�

�　http://www.soumu.go.jp/main_content/００００３００１１.pdf



このように「骨太の方針２００１」で打ち出された基準財政需要額の算定の簡素化が三位一

体改革 終年に進んだことになる�。

簡素化により２００１年から２０１１年にかけて補正係数は都道府県では１４６から７２に，市町村

では１６９から１４１にそれぞれ減少した�。

２００９年には政権交代によって鳩山政権が発足した。鳩山政権は三位一体改革によって削

減された地方交付税を復元させた。具体的には，国負担分の法定率が引き上げる措置を

とった。また第１次安倍政権で実行された行革インセンティブ算定が廃止された。
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表３　土地利用形態のコスト差の概念

（都道府県）

１.００（固定資産価格等の概念調書）宅　地

２.８７（農林業センサス）耕　地

０.６０（農林業センサス）林　野

０.５９（上記以外の国土地理院公表面積）その他

（市町村）

１.００（固定資産価格等の概念調書）宅　地

０.９０（固定資産価格等の概念調書）田　畑

０.２５（農林業センサス）森　林

０.１８（上記以外の国土地理院公表面積）その他

出所：『地方交付税のあらまし（２０１６年度版）』より作成

�　経済財政諮問会議（２００１）「骨太の方針２００１」において「今後，国の関与の廃止・縮小に対応

して，できるだけ客観的かつ単純な基準で交付額を決定するような簡素な仕組みにしていくべき

である。」とある。（２５ページ，１５行目から引用。）

�　総務省（２０１２）「地方財政関係資料」（２０１２年２月），１５ページ参照。

出所：『地方交付税のあらまし（２０１６年度版）』より作成

図３　人口規模のコスト差の概念図



石田（２０１４）は行革インセンティブ算定は歳出削減と徴税強化を目的としたものであっ

たが徴税強化への影響はなかったと結論づけている。その理由としては，徴収率について

の基準財政需要額の加算額の規模が小さかったこと，また地方がインセンティブ算定を評

価していなかったことがあげられている。

２０１０年には地方交付税総額で１兆円が増額された。雇用対策・地域資源活用臨時特例費

として４,５００億円が基準財政需要額に計上され，活性化推進費として５,３５０億円が通常費目

の単位費用に加算された。

２０１０年には臨財債の発行額の算定方法が見直された。見直し前では，臨財債は人口を基

礎に発行可能額が決められるという人口基礎方式であった。これに財源不足額と財政力を

追加させるという財源不足額基礎方式の２段階方式が導入された。２０１０年から２０１３年にか

けて財源不足額基礎方式に移行することになった。２０１０年には段階補正の見直しが行われ，

人口１０万人未満の自治体について割増率とその上限値の引き上げが行われた。

２.１.　三位一体改革の効果

地方交付税額はまず，マクロレベルで『地方財政計画』によって決定される。その上で

総額の９４％は普通交付税，６
　

 ％は特別交付税に分けられて，交付団体に交付される�。し

たがってマクロレベルでは各自治体の歳入と歳出の実態を反映させて積算したものとは

なっていない。井堀他（２００６）では「積算額が，財政需要の実態を示している決算額と大

きく乖離している例がある。」と指摘している�。

そこで地方単独分の投資的経費の決算額と地方財政計画を累年で比較したものが図４で

ある。９０年代以降，公共事業による景気対策がなされ，地方単独分の公共事業が多くなさ

れた経緯がある。図４によると，２００１年度では地方財政計画が決算額を６.５兆円上回ってい

たものが，２０１２年度では１,０００億円程度の決算額が上回るにまで差が縮小している。

この要因としては，小泉政権では公共事業による景気刺激策をとらなかったことが，地

方財政計画に反映されていることが考えられる。いまひとつは，小泉政権の期間中は緩や

かではあるが，景気回復期にあり，地方単独事業そのものを減少させたことが決算額の減

少に反映されていることが考えられる。
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�　２０１６年度から普通交付税と特別交付税の配分は９５％と５％，２０１７年度以降からのそれは９６％と

４％になる。

�　井堀他（２００６）２ページ，３
　

 行目から引用。



２.２.　基準財政需要の仕組み

基準財政需要額は各地方が実際に支出した額ではなく，標準的な行財政運営に必要とさ

れる額である。基準財政需要額はさまざまな行政項目に分けられている。各行政項目はさ

らに経常的経費と投資的経費に分割されて算定される。したがって基準財政需要は，地方

交付税法２条３号に「各地方団体の財政需要を合理的に測定するために，当該地方団体に

ついて第十一条の規定により算定した額をいう。」とされている。第１２条に経費の種類と

測定単位が記載されていて，以下のような式で基準財政需要額は算出される。

　基準財政需要額 ＝ 単位費用 × 測定単位 × 補正係数

　 

　 

 

標準団体の標準的な歳出－そのうち国庫補助金等の特定財源
単位費用 ＝

標準団体の測定単位の数値

標準団体の標準的な一般財源所要額
　　　　 ＝

標準団体の測定単位の数値
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出所：総務省『地方財政の状況（平成２６年度）』，総務省『地方財政計画（各年度版）』より作成。

図４　投資的経費（地方単独分）の決算額と地方財政計画の推移



表４は標準的な団体の想定をまとめたものだ。

 

表５は各道府県と各市町村の基準財政需要の基本となる測定単位である。地方行政の項

目別に測定する場合の基準を表している。単位費用と測定単位によって標準的な行財政運

営費を算定し，補正係数によって自治体個別の事情を考慮する仕組みとなっている。補正

には種別補正，段階補正，密度補正，態容補正，寒冷補正，数値急増・急減補正，財政力

補正がある。補正によって各自治体の事情をより反映させた基準財政需要額を算定するこ

とができるが，一方で仕組みが複雑になるというジレンマがある。小泉政権でなされた仕

組みの簡素化の意義はここにある。後に述べる包括算定経費の導入によって個別算定経費

（従来型）において経常経費と投資的経費の分類は廃止された。

補正係数は総務省からの省令によって決定されることから，補正係数を変更することに

地方交付税法を改正する必要がない。これには中央政府による非効率な地方政府の財源不

足を事後的に救うシステムが内在されていると指摘され，これは「ソフトな予算制約」と

いわれる�。ソフトな予算制約があると，非効率な財政運営を行っている地方政府は歳出

削減へのインセンティブを持たなくなるといわれる。

ソフトな予算制約について山下・赤井・佐藤（２００２）は，「単位費用の算定においても，

政策決定者の裁量の余地がある。」と指摘し�，費用関数の効率性フロンティアからの乖離

を計測するという確率的フロンティア関数による実証分析を行っている。その結果として，

地方交付税制度にある地方政府の中央政府への救済への期待によって地方政府の費用 小

化行動へのインセンティブを阻害しているとしている。また，宮崎（２００７）は，経常費用

における補正係数について分析をしており，前期に予定より費用が多くなった自治体で，

補正係数が高くなっているという結果から，客観的な指標である補正係数の決定にソフト

な予算制約が存在している可能性を指摘している。 

表４　標準団体の想定

道路延長世 帯 数面　　積人　　口

３,９００km６３万世帯６,５００km２１７０万人都道府県

５００km３.７万世帯１６０km２ １０万人市 町 村
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�　例えば，赤井・佐藤・山下（２００３）９７ページを見よ。ソフトな予算制約についての展望につい

ての詳細は赤井（２００６）第２章を参照。

�　山下他（２００２）１３６ページ，３８行目から引用。
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表５　費用別の測定単位項目

（市町村分）（道府県分）

個別算定経費個別算定経費

測定単位項　　目測定単位項　　目

人　　口消　　防　　費警察職員数警　　察　　費

道路の面積
道路橋りょう費

土　

木　

費

道路の面積
道路橋りょう費

土　

木　

費

道路の延長道路の延長

係留施設の延長（港湾）

港　湾　費

河川の延長河　川　費

外郭施設の延長（港湾）係留施設の延長（港湾）

港　湾　費
係留施設の延長（漁港）外郭施設の延長（港湾）

外郭施設の延長（漁港）係留施設の延長（漁港）

都市計画区域における人口都市計画費外郭施設の延長（漁港）

人　　口公　園　費人　口その他の土木費

都市公園の面積教職員数小　学　校　費

教　

育　

費

人　　口下水道費教職員数中　学　校　費

人　　口その他の土木費教職員数
高等学校費

児 童 数

小　学　校　費

教　

育　

費

生 徒 数

学 級 数教職員数
特別支援学校費

学 校 数学 級 数

生 徒 数

中　学　校　費

人　　口

その他の教育費 学 級 数公立大学等学生数

学 校 数私立学校等生徒数

教職員数
高等学校費

町村部人口生活保護費

厚
生
労
働
費

生 徒 数人　　口社会福祉費

人　　口
その他の教育費

人　　口衛　生　費

幼稚園等の小学校就学前子ども数６５歳以上人口
高齢者保健福祉費

市部人口生活保護費

厚　

生　

費

７５歳以上人口

人　　口社会福祉費人　　口労　働　費

人　　口保健衛生費農 家 数農業行政費

産
業
経
済
費

６５歳以上人口
高齢者保健福祉費

公有以外の林野の面積
林野行政費

７５歳以上人口公有林野の面積

人　　口清　掃　費水産業者数水産行政費

農 家 数農業行政費
産　

業

経
済
費

人　　口商工行政費

林業及び水産業の従業者数林野水産行政費世 帯 数徴　税　費
総 

務 

費

人　　口商工行政費恩給受給権者数恩　給　費

世 帯 数徴　税　費

総 

務 

費

人　　口地域振興費

戸 籍 数
戸籍住民基本台帳費

人　　口地域経済・雇用対策費

世 帯 数人　　口地域の元気創造事業費

人　　口
地域振興費

人　　口人口減少等特別対策事業費

面　　積

人　　口地域経済・雇用対策費

人　　口地域の元気創造事業費

人　　口人口減少等特別対策事業費

包括算定経費包括算定経費

測定単位測定単位

人　　口人　　口

面　　積面　　積

出所：『地方交付税制度解説（２０１５年度）』より作成。



（個別の基準財政需要額の算定）

以下では，道路橋りょう費（道府県分）を例として基準財政需要額の決定について算出

してみよう。予算において「節」は「目」を性質別に区分したものであり，表６によると，

道路費の場合は道路総務費，道路維持費，一般道路改築費，交通安全施設等整備費の４つ

の性質に分けられている。そのそれぞれの細節に行政事務内容とそれの根拠となる法令が

ついている�。

表７は道路橋りょう費の基準財政需要額を決定するにあたっての道路の面積と道路の延

長の測定単位をまとめたものだ。測定単位標準団体の行政規模として，道路の面積は３,１００

万m２，道路の延長は ３,９００km とされている。「道路の面積」を測定単位とした道路費の場
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�　井堀他（２００６）は，「道路橋りょう費の道路面積や道路延長，市町村の小学校の学級数など，

法令とは直接の関係なく，設定されている」と言及している。（５ページ，２３行目から引用。）

表６　道路橋りょう費の行政事務内容

根拠法令行政事務内容細　　節細目

道路法

道路整備事兼に係る国の財政上の特別措置

に関する法律

同法施行令

交通安全施設等整備事業に関する法律

同法施行令

�　道路橋りょう費関係職員の設置に関する業務

�　指定区間外の国道及び道府県道の調査に関す

る事務

　指定区間外の国道及び道府県道（橋りょう含

む。）の維持及び修繕に関する事務

　国道，道府県道の改築に関する事務

　　交通安全施設等の整備に関する事務

�　道路総務費

�　道路維持費

�　一般道路改築費

�　交通完全施設等整備費

道路費

出所：総務省『地方交付税制度解説（２０１５年度）』より作成。

表７　道路橋りょう費の測定単位

「道路の面積」を測定単位 （単位：千円）

単位費用
一般財源

�
国庫支出金総　 額細　　節細　　目 �／３,１００万m２

（円）

３７,６４６１,１６７,０１３―１,１６７,０１３�　道路総務費
道 路 費

１２１,８４８３,７７７,２８４６１,０００３,８３８,２８４�　道路維持費

１５９,０００４,９４４,２９７６１,０００５,００５,２９７合　　計

１４,４７３４４８,６５０―４４８,６５０給　与　費
内　訳

１４５,０２１４,４９５,６４７６１,０００４,５５６,６４７そ　の　他

「道路の延長」を測定単位 （単位：千円）

単位費用
一般財源

�
国庫支出金総 　額細　　節細　　目 �／３,９００km

（円）

１,５１２,８２１５,９００,０００４,００４,０００９,９０４,０００�　一般道改築費
道 路 費 ４６９,２３１１,８３０,０００６８５,０００２,５１５,０００�　交通安全施設等

　　整備費

１,９８２,０００７,７３０,０００４,６８９,０００１２,４１９,０００合　　計

出所：『地方交付税制度解説』より作成。



合，給与費とその他を含んだ総額が５０億５２９万７,０００円となり，ここから国庫支出金である

６,１００万円を差し引いた一般財源が４９億４,４２９万７,０００円となる。この額を標準団体の道路面

積である３,１００万m２ で割ると，単位費用が１５万９,０００円と求められる。

「道路の延長」を測定単位とした場合の単位費用は一般財源を割る値が異なることにな

る。この単位費用を各道府県の道路面積と道路延長の値に乗じることで各道府県の橋りょ

う費の基準財政需要額が決まる。この上に補正係数が考慮されて 終的な基準財需要額が

決定することになる。

２.３.　基準財政需要の構造変化

（単位費用の変化）

三位一体改革の 終年である２００７年度には算定費目の統合と見直しが行われた。見直し

前では一部の測定単位において費目別に経常経費と投資的経費に分けていたが，統合され

ることになった。経常経費では，企画振興費とその他の諸費が廃止され，投資的経費では

河川費，高等学校費，特殊教育諸学校費，社会福祉費，高齢者保健福祉費，農業行政費，

林野行政費，その他の諸費が廃止された。

小泉内閣の竹中総務大臣は，地方財政制度の問題点の１つとして，基準財政需要額の算

定基準が「複雑で分かりにくい」と指摘し，その対応策として新型交付税制度の創設を提

案した�。これを受けて，「骨太の方針２００６」では，「地方団体の財政運営に支障が生じな

いよう必要な措置を講じつつ，簡素な新しい基準による交付税の算定を行うなど見直しを

図る。」とされた�。これが２００７年度からの新型交付税とよばれる包括算定経費の導入であ

る。包括算定経費は，算定方法を人口と面積を基本とする簡素化を目的としたものである。

このような算定方法の簡素化は，地方交付税の機能の１つである自治体間での財政調整機

能の効果の減少につながり，小規模な自治体は格差拡大への不安を抱くことになる�。小

規模な自治体への影響を抑えるために，『経済財政白書（２００７年度版）』には，以下（①～
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�　「経済財政諮問会議資料（２００８年５月１０日資料）」より参照。これに先だっての竹中総務大臣の

私的懇談会である「地方分権２１世紀ビジョン懇談会」で新型交付税の提案はすでになされている。

�　「骨太の方針２００６」２２ページ，９
　

 行目から引用。

�　全国町村議会議長会と全国町村会は「平成１９年度地方交付税に関する緊急要請」を２００６年１２月

２５日に総務大臣に提出している。要請の内容は，「新型交付税の導入による算定額の変動は，小

規模な団体ほど財政に与える影響が大きく，地方公共団体には不安感も広がっている。（中略）

国におかれては，このような状況を十分に勘案の上，今後，地方交付税の算定，配分に当たって

は，とりわけ財政力の弱い団体に対する十分な配慮がなされるよう，強く要請する。」となって

いる。



④）がある。①に基準財政需要額の１割程度とあるが，２００７年度では道府県分で１兆６,１６０

億円，市町村分で３兆３,８４０億円の合計５兆円が包括算定経費によって基準財政需要額が決

定された�。

①　「国の基準付けがない，あるいは弱い行政分野」（基準財政需要額の１割程度）の算定

について導入

②　人口規模や宅地，田畑等土地の利用形態による行政コスト差を反映

③　算定項目の統合により「個別算定経費（従来型）」の項目数を３割削減

④　離島，過疎など真に配慮が必要な地方団体に対応する仕組みを確保（「地域振興費」

の創設）

近澤（２００７）によると，総務省は新型交付税の導入による影響額は都道府県レベルで１０

億円未満，人口１万人未満の町村の９割で２,０００万円から３,０００万円程度であると試算して

いるという。新型交付税の導入による各自治体への影響は小規模に抑えている�。星野

（２０１０）は，新型交付税と地域振興費が小規模団体にどのような影響をもたらしているの

かについて大都市団体と比較することによって検証している。小規模団体として高知県下

の市町村，大規模団体として大阪府下の市町村を取り上げている。星野（２０１０）は，地域

振興費は「必ずしも小規模団体に有利な算定とはなっているわけではない。むしろ包括算

定経費が人口規模が小さくなるほど割合が高くなる傾向が顕著であり，財政調整的な役割

を果たしている。これは，行政コスト差に配慮する考え方の反映であり，補正係数の影響

が大きい」とし，「面積という外形的な測定単位の要素が，算定を行う上で需要額の確保

に一定の効果がある」という分析結果から新型交付税の導入による簡素化が自治体間での

格差拡大への懸念を払拭している�。むしろ地域振興費の補正係数が複雑であり，算定の

簡素化は表面的なものであり，「その本質であるべき透明性・説明責任といった観点から

は，自治体にとって十分な意味をもつ改革になったとはいえない。」と指摘している�。地

域振興費は都道府県，市町村ともに標準団体規模，標準団体職員数，単位費用計算はこれ
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�　公債費を除いた基準財政需要額４１兆円の約１割（１２％）である。

�　黒田（２００７）では，「新型交付税は交付税の算定面（基準財政需要額の計算）における改革で

あり，現行の交付税の基本的な機能である財源保障季報と財源調達機能について，直接影響を与

えるものではない。」という総務省の考えを紹介している。（２６３ページ，２６行目から引用。）

�　星野（２０１０）３４ページ，９
　

 行目から引用。

�　星野（２０１０）４７ページ，５
　

 行目から引用。



まで通りの計算方法となっている。近澤（２００７）が指摘する補正係数の複雑さは，高木

（２００８）に詳細が掲載されている。高木（２００８）によると，都道府県と市町村の地域振興

費に関する補正係数は以下のようになっている�。

（都道府県）

補正係数＝段階補正係数×普通態様補正係数Ⅰ×寒冷補正係数＋（普通態容補正Ⅱ（へき

地・離島）係数－１）＋（態容補正Ⅰ（行革インセンティブ）係数＋（密度補正Ⅰ（基地）係

数－１）＋（密度補正Ⅱ（児童手当・地方公務員分）係数－１）＋（態容補正Ⅱ係数－１）

（市町村）

補正係数＝（段階補正係数×普通態容補正Ⅰ係数）＋普通態容補正Ⅱ係数＋寒冷補正係数＋

（普通態容補正Ⅲ（遠隔地）係数－１）＋（態容補正Ⅰ（行革インセンティブ）係数）＋（密

度補正Ⅰ（基地）係数－１）＋（密度補正Ⅱ（児童手当・地方公務員係数－１）＋（人口急増

補正係数－１）＋（人口急減補正係数－１）＋（合併補正係数）＋（態容補正Ⅱ係数－１）

高木（２００８）は，「とくに包括算定経費については，一体いかなる経費が算定されてい

るのかが分からなくなってしまった。交付税算定の簡素化・透明化に逆行するとともに，

官僚の裁量の余地を拡大することにもなりかねない。」として�，新型交付税の導入した結

果について厳しい評価を下している。

（基準財政需要関数の変化）

表５にあるように基準財政需要額は人口と面積によって決定される部分が多い。本間

（１９９１）は基準財政需要を人口と面積だけで推計をおこない，非常に高い決定係数を得て

いる�。これまでにも基準財政需要額の推計は数多くなされてきた。

中井（１９８８）は，行政費目別に１人当たりの基準財政需要額を人口によって回帰分析を

おこなっている。中井（１９８８）は人口規模によって行政費目はU字型以外に逓増型と逓減
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�　高木（２００８）２７６ページから２７７ページを参照。

�　高木（２００８）２８０ページ，１
　

 行目から引用。

�　１９７２年度と１９８３年度について回帰分析をおこなっている。修正済み決定係数は１９７２年度は０.９７７

であり，１９８３年度は０.９９０となっている。長峯（２０００）はこの分析を踏襲して同じサンプル都市に

よって１９９３年度について回帰分析をおこなっており，修正済み決定係数は０.９８５という結果を得て

いる。



型が存在するとしている�。門前・福重（２００１）は，１
　

 人当たりの基準財政需要額を推計

するにあたって，説明変数を人口，人口増加率，面積，第１次産業就業人口比率としてい

る。門前・福重（２００１）では推計式の非線形を考慮するために，説明変数について２乗値

と３乗値を追加させて推計を行っている。湯之上・倉本・小川（２００９）は基準財政需要額

の推計について地方交付税の交付団体では人口との関係はＵ字型の構造が得られるが，不

交付団体ではフラット型になるという結果を得ている。広田・湯之上（２０１６）は，過去の

研究結果がU字型に推定されているのは，クロスセクションデータを用いているからであ

り，「固定効果の影響が人口パラメータとして推定されていた」と指摘し�，時間による固

定効果を除いてパネルデータによって推計をおこなうと，Ｕ字型ではなく，「右下がりま

たは山型の形状を確認する」という結果を得ている�。

本稿では三位一体改革前後における基準財政需要の構造変化をみるために，全市町村

（東京都特別区を除く）の１人当たりの基準財政需要額を人口のみで回帰分析をおこなっ

た。対象とした年度は２００６年度，２００７年度と２０１０年度である。この間に市町村合併がおこ

なわれているが，２０１０年度の市町村に合わせている�。したがって３期間における面積の

変化はない。

図５は２０１０年度における１人当たりの基準財政需要額（対数変換）と人口（対数変換）

の関係性を示した散布図である。やはりこれまで指摘されてきたようにU字型の関係性が

見られる。U 字型の関係性があることから１人当たりの基準財政需要額が も少ない自治

体が判明し，その自治体は行政費について 適な人口規模を有していることといえる。散

布図から 適な人口規模を有している自治体は，上尾市（埼玉県）であり，１
　

 人当たり基

準財政需要額が１１万４,０００円であり，人口は２２万３,９２６人である�。人口２０万人程度がもっと
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�　中井（１９８８）は，「Ｕ字型の構造は，主に逓減要因の段階補正と逓増要因の普通態容補正によ

り形成され，人口や世帯数を測定単位とする消防，その他土木，その他教育，社会福祉，保健衛

生，商工行政，徴税，戸籍住民基本台帳，その他（人口）の９費目がこれに該当する。逓増型は，

都市的財政需要を反映した公園，下水道，清掃の３費目であり，逓減型は，人口の１次関数で表

される農業行政，その他産業経済，その他（面積）以外に，道路橋梁費や小・中学校費が人口の

２次関数で逓減構造となっている。」としている。（１３６ページ，１４行目から引用。）

�　広田・湯之上（２０１６）２４ページ，７行目から引用。

�　広田・湯之上（２０１６）２２ページ，７行目から引用。

�　例えば，２００６年度にＡ市とＢ町が存在し，これらが合併して２０１０年度時点でＡ市となっている

とすれば，２００６年度のデータは合併したＡ市とし，Ｂ町はＡ市のデータに組み込まれていること

になっている。したがって対象とした期間のサンプル数は同じになる。

�　１人当たり基準財政需要額が も高い自治体は，十島村（鹿児島県）であり，１
　

 人当たり基準

財政需要額は２３３万７,０００円であり，人口は６５７人である。



も効率的な行政規模になっている�。

以下の推計式で基準財政需要額を回帰分析をおこなった。

　　ln（１人当たりの基準財政需要額） ＝ αln（人口） ＋ βln（人口）２ ＋ 定数項
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出所：総務省『地方財政統計年報（各年度版）』より作成。

図５　１人当たり基準財政需要額と人口との関係（２０１０年度：市町村）

表８　１人当たりの基準財政需要額の推計結果

R２定数項ln（人口）２ln（人口）ln（１人当たり基準財政需要）

０.７４８
１３.６０２

（６４.４９３）
０.０５３

（２５.５７９）
－１.３４９

（－３２.２３３）
２００６年度

０.７６５
１３.６６５

（６６.８５８）
０.０５３

（２６.３６６）
－１.３５５

（－３３.３７３）
２００７年度

０.７７９
１３.９３３

（６５.３９７）
０.０５２

（２４.８９２）
－１.３６９

（－３２.２９０）
２０１０年度

�　本間（１９９１）の結果では， 適人口規模は１９７２年度で２０.８万人，１９８３年度で２０.０万人とされて

いる。



表８は推計結果をまとめたものだ。説明変数に面積が入っていないので，決定係数が過

去の研究より低くなっているが，０.７５から０.７８の値を得ることができている。また，各係

数についてのｔ値はすべて２.０を超えている。中井（１９８８）は，関数のＵ字型の解釈とし

て，「Ｕ字型の逓減領域は，規模の経済性を考慮した段階補正の効果と考えられるが，一

方で都市化の程度による行政の質および量または行政権能の差を考慮した普通態様補正が

逓増要因として組み込まれている。このため，段階補正と普通態様補正が相殺される領域

は，１
　

 人当たり需要額が人口規模に関して水平になり，普通態様補正が段階補正を上回る

都市や行政権能に顕著な差のある指定都市に至ると逓増傾向を示す。」としている�。また，

人口の２乗の項について中井（１９８８）は，「Ｕ字型の尖度の増大は，需要額に関する 適

人口規模より小さい人口規模の市町村で生じていると結論づけられる。」としている�。

中井（１９８８）に従うと，Ｕ字型の尖度を表す人口の２乗の項が２００６年，２００７年度，２０１０

年度にそれぞれにほとんど変化が見られない。次に関数についての逓増部分と逓減部分を

見てみる。図６は表８で得られた結果で関数を描いたものである。図６によると，２００６年
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�　中井（１９８８），９８ページ，１２行目から引用。

�　中井（１９８８），１０１ページ，３
　

 行目から引用。

図６　基準財政需要関数の比較



度と２０１０年度では１人当たり基準財政需要額が 低になる人口規模に変化が見られる。実

際の数値（対数値）は２００６年度が１２.８であるのに対して，２０１０年度は１３.２とであり，これ

は２０１０年度の方が逓減部分が長くなっていることを示す。中井（１９８８）に従うと，２００６年

度と２０１０年度を比較すると，２０１０年度では，より多くの人口規模の自治体にまで段階補正

を認めていることになる。

表９は対象とした期間における１人当たりの基準財政需要額の平均額と標準偏差をまと

めたものだ。表９によると，２００６年度と２００７年度では，平均額と標準偏差にはほとんど差

がない。しかし２００６年度と２０１０年度では，平均額では３.０３万円，標準偏差で３.５９万円の増

加となっている。政権交代による需要額に対する加算と，それによる需要額のバラツキが

増していることがわかる。

２.４.　基準財政収入の仕組み

地方交付税（普通交付税）は基準財政需要と基準財政収入の両方に依存する。基準財政

収入は，各自治体の財政力を合理的に測定するための通常に見込まれる税収のことである。

基準財政収入額は以下のように決定される。

　　基準財政収入額 ＝ 標準税収入見込額 × 基準税率（７５％） ＋ 地方譲与税等

標準財政収入見込額は，地方税法にある法定普通税や地方譲与税等を地方交付税法にあ

る方法によって算定した収入見込額のことをいう。表１０が基準財政収入額に算定される対

象税目である。算定対象となる税目は都道府県と市町村で異なり，また政令指定都市（特

定都市）では軽油引取税交付金と石油ガス譲与税が算定対象に加えられる。

都道府県では，ゴルフ場利用税，自動車取得税，軽油引取税において市町村への交付金

が除かれる。算入率は基本的には７５％であるが，三位一体改革にともなう税源移譲によっ

て部分的に算入率が１００％になっている税目が存在する。

基準財政需要・収入の構造変化について（鈴木）
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表９　１人当たり基準財政需要額の比較　　　 （単位：万円）

標準偏差平　均　

１８.１７２６.８６２００６年度

１８.７８２７.２７２００７年度

２１.７６２９.８９２０１０年度
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表１０　基準財政収入額の対象税目

（都道府県）

対　　象　　外算　定　対　象項　　自

法定外普通税（法定普通税のすべて）
道府県民税（除交付金分），事業税
地方消費税（除交付金分）
不動産取得税，たばこ税（含たばこ交付金）
ゴルフ場利用税（除交付金分）
自動車取得税（除交付金分）
軽油引取税（除交付金分）
自動車税，鉱区税，固定資産税（特例分）

普　 通　 税
一　

般　

税　

源 地方法人特別譲与税，地方揮発油譲与税
石油ガス譲与税

地 方 譲 与 税

都道府県交付金，地方特例交付金そ　 の　 他

狩猟税，法定外目的税目　 的　 税目
的
財
源 航空機燃料譲与税，交通安全対策特別交付金地方譲与税等

（市町村）

対　　象　　外算　定　対　象項　　目

法定外普通税（法定普通税のすべて）
市町村民税，固定資産税，軽自動車税
たばこ税（除たばこ交付金），鉱区税

普　 通　 税

一　

般　

税　

源

利子割交付金，配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金，地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金，自動車取得税交付金
軽油引取税交付金（指定都市のみ）

税 交 付 金

地方揮発油譲与税，特別とん譲与税
石油ガス譲与税（特定都市のみ）
自動車重量譲与税

地 方 譲 与 税

市町村交付金，地方特例交付金そ　 の　 他

入湯税，都市計画税，水利地益税，
法定外目的税

事業所税目　 的　 税目
的
財
源 航空機燃料譲与税，交通安全対策特別交付金地方譲与税等

出所：『地方交付税のあらまし（２０１５年度版）』より作成。

表１１　税目別の算入率

市　町　村　分道　府　県　分算入率

地方税，税交付金，市町村交付金，地方特例

交付金

地方税，地方法人特別譲与税

地方特例交付金

７５％

税源移譲相当分（個人住民税），

税率引上げによる増収分（地方消費税交付金），

地方譲与税，

交通安全対策特別交付金

税源移譲相当額（個人住民税）

税率引上げによる増収分（地方消費税），

地方譲与税（除地方法人特別譲与税），

交通安全対策特別交付金

１００％

出所：『地方交付税のあらまし（２０１５年度版）』より作成。



この算入率７５％の残り２５％を留保財源比率といい，各自治体に税収が留保される�。こ

の留保財源によって各自治体に対して徴税努力を促している。逆に見ると，地方交付税が

交付されている自治体は税収が１０億円増収となると，地方交付税が７億５,０００万円削減さ

れ，残りの２億５,０００万円が手元に残ることになる。すなわち，地方交付税が交付されてい

ない自治体は増収となっても，当然ながらすべてが手元に残るので，徴税インセンティブ

は高くなる。赤井・佐藤・山下（２００３）は，このような制度設計について，「努力して財

政的に自立できたであろう自治体までもが，事後的に交付団体として補助金に依存するこ

とを選択してしまう（中略）事後的に交付団体になっている地域の中には，本来救済する

べきではないものも含まれている」として�，地方交付税の弊害を指摘している。

西川（２００１）は，留保財源比率と地方交付税額の増減に着目し，留保財源比率を下げる

と，余剰が発生するので，これを再度，自治体に交付することによって歳入格差の是正に

つながるとしている�。三位一体改革では，国から地方へ税源移譲がなされ，しかも税源

移譲相当分の個人住民税については算入率が１００％となっている。

以下では，三位一体改革前後において基準財政収入額に構造変化があるのかについて検

討する。

２.５.　基準財政収入の構造変化

基準財政収入額の構造を捉えようとする研究はこれまでにも存在している。中井（１９８８）

は，１
　

 人当たりの基準財政収入額と自治体の人口規模に正比例の関係を見いだしている。

人口要因に加えて中井（１９８８）は，税収要因として市民所得を考慮して基準財政収入額を

推計している�。中井（１９８８）では，所得を変数に加えることで決定係数は増すが，普通

交付税の構造を人口で捉えることを目的とするために，所得の変数は除いて関数を描いて

いる�。中井（１９８８）では，推計結果から１人当たりの基準財政収入額は，人口の要因に

特徴づけることができ，都市部については，年度を追うごとに人口パラメータの係数は小

さくなり，都市間での均てん化されているとしている�。全市町村でも同様の傾向がある

としている。
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�　留保財源比率は２００３年度から道府県分が２０％から２５％に引き上げられた。

�　赤井・佐藤・山下（２００３）１１６ページ，１４行目から引用。

�　西川（２０１１）では，財政中立の下で留保財源比率が変化した場合の自治体の歳入への影響をシ

ミュレーション分析をしている。歳入の中身は地方税，地方譲与税，地方交付税である。

�　説明変数は，人口，人口密度，１
　

 人当たり市民所得である。

�　説明変数は，人口，就業者構成比，人口密度，人口増加率と都市ダミー変数である。

�　対象としている年度は，１９７０年度，１９７５年度，１９８０年度，１９８４年度である。



図７は２０１０年度における東京都特別区を除く全市町村における１人当たりの基準財政収

入額（対数変換）と人口（対数変換）の関係を表した散布図である。図によると，１
　

 人当

たり基準財政収入額と人口規模では正比例の関係性にある自治体が多いように見える。

三位一体改革での税源移譲が，市町村間で収入額の均等化につながっているのかを人口

による回帰分析結果によって見ることにする。対象とした自治体は東京都特別区を除く全

市町村であり，期間は２００６年度，２００７年度，２０１０年度である。推計式は以下である。

　　ln（１人当たりの基準財政収入額） ＝αln（人口） ＋ 定数項

表１２は推計結果をまとめたものである。各年度ともに決定係数が低くなっている。これ

は同様の推計をおこなっている本間（１９９１）も同様である�。人口に関する係数は，２００６

年度と２００７年度は有意な結果であるが，２０１０年度は有意でない結果が得られた。人口に関

する係数は，２００６年度が０.０２２であり，２００７年度が０.０２５という値であることから，三位一
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出所：総務省『地方財政統計年報』，『市町村決算状況調』各年度版より作成。

図７　基準財政収入額と人口の関係

�　１９８３年度で０.３３４となっている。



体改革による税源移譲で若干ではあるが，１
　

 人当たりの基準財政収入額は均等化されてい

ると評価できる。

表１３は２００６年度，２００７年度，２０１０年度における１人当たり基準財政収入額の平均額と標

準偏差を比較したものである。平均額は２００６年度から２００７年度にかけて１１.５３万円から１１.７９

万円に上昇し，標準偏差が６.３０から６.２８へ低下していることから三位一体改革の税源移譲

によって市町村分の財源が拡充と安定化がなされたものと評価できる。２００７年度から２０１０

年度にかけては平均額が１０.８７万円，標準偏差が５.９５に低下していることから景気後退によ

る各自治体が概ね等しく財源不足に陥ったことと予測できる。また，２００６年度と２０１０年度

において１人当たり基準財政収入額が 高であるのは，上野村（群馬県）であり，２００６年

度が１５０.５０万円，２０１０年度は１３２.３２万円となっている。上野村の特徴として，ダム建設地

であることから固定資産税収が多く，不交付団体であることがいえる。逆に，各年度の

低額は，上砂川町（北海道）であり，２００６年度は４.９３万円であり，２０１０年度は４.４６万円で

ある。上砂川町の特徴としては，旧産炭地であることがあげられる。
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表１２　１人当たりの基準財政収入額の推計結果

R２定数項ln（人口）ln（１人当たり基準財政収入額）

０.００８
４.４６３

（７９.８４７）
０.０２２

（３.９５６）
２００６年度

０.０１１
４.４５２

（７９.１９２）
０.０２５

（４.５２３）
２００７年度

０.００１
４.５３５

（８８.８０１）
０.００９

（１.８６９）
２０１０年度

表１３　１人当たり基準財政収入額の比較　　　 （単位：万円）

標準偏差平　均

６.３０１１.５３２００６年度

６.２８１１.７９２００７年度

５.９５１０.８７２０１０年度



３.　今後に求められる制度改革

基準財政需要額と基準財政収入額の差額を埋め合わせる地方交付税のあり方については，

これまでにも多くの提言がなされている。赤井・佐藤・山下（２００３）では，基準財政需要

額の算定について「算定は地方自治体の費用 小化を前提にしているわけではない。実現

したコストをもって必要費用とみなすのは誤りである。」として�，ソフトな予算制約問題

を指摘している。また彼らは，補正係数の客観的基準の欠如と，単位費用に政策決定者の

裁量余地を指摘している。その上で彼らは大胆な地方交付税と国庫支出金を統合した「ブ

ロック補助金」の導入を提言している�。

黒田（１９８６）は，補助金と地方交付税の違いについて理論的分析をおこなった上で，

「「人口」や「面積」といった当該地方団体がほとんど影響を与えられない指標によって決

定される部分は純粋の交付税に近い」とし�，現状は定率補助金の性質が混在していると

指摘し，制度の簡素化によって地方交付税の特性を生かすよう提言している。長峯（１９９１）

は，７０年代から９０年代にかけても，１
　

 人当たりの基準財政需要額は人口と面積で９８％以上

が説明可能であることから，算定方法の細かさは，同規模の人口を有する自治体間での需

要額の限界的な差を説明しているものにすぎないと指摘している。このことから長峯

（２０００）は基準財政需要額の算定方法を「思い切って人口と面積（および若干の補正）に

よって決定しても構わないのではないか」と提言している�。

岡本（２００２）は，基準財政需要額が人口と面積による説明力が強いということと，その

２つの要素で算定することが許されるということは別のことであるとしている。これは地

方交付税が自治体間における財政調整だけでなく，国から地方に義務付けしている事務，

例えば義務教育や介護保険などに対する財源保障機能を持っていることによるとしている。

岡本（２００２）は，義務教育や介護保険といった経費は人口と面積に単純的に比例するもの

ではないとし，「地方交付税の算定方法をもっと簡素化するためには，様々な国家として

第１４巻　第１号

─　　（　　）─104104

�　赤井・佐藤・山下（２００３）１１７ページ，４
　

 行目から引用。

�　ブロック補助金の導入によって「官僚や政治家，地方自治体の「心がけ」では問題は解決しな

い。彼らの誘因が社会厚生の増進（ここでは効率的財政運営の促進とナショナル・ミニマムの行

政水準の確保）と整合的になるような制度設計が求められており，それを実現するのに近いと思

われる制度がブロック補助金なのである。」としている。（１７２ページ，２１行目から引用。）

�　黒田（１９８６）８ページ，１３行目から引用。

�　長峯（２０００）６ページ，３５行目から引用。



の義務付けを廃止，又は緩和する必要がある。」としている�。経済財政諮問会議における

議論でも「人口と面積を基本として算定する新型交付税を平成１９年度から導入（全体の１

割程度，需要額ベース）し，算定項目数を３割削減する。さらに，３
　

 年間で制定する地方

分権一括法等による国の関与の縮小とあわせて順次拡大し，全体の３分の１程度の規模を

目指す。」とされ�，包括算定経費の拡大と国の地方への関与の縮小はセットと考えられて

いる。これらのような提言を考慮すると，三位一体改革中になされた基準財政需要額の算

定方法として包括算定経費が導入されたことは，評価されるべきであるが，分権改革の推

進とともに，より一層の包括算定経費の導入割合を増加させることが求められる。

４.　さ　い　ご　に

本稿では，近年の地方財政制度の改革と現状を把握したうえで，三位一体改革前後にお

ける基準財政需要と基準財政収入に構造変化があるのかについて検討をおこなった。

まず，地方交付税は２００２年度をピークにして２００３年度から２００７年度にかけての三位一体

改革によって総額４.３兆円が減少しているが，民主党への政権交代と景気低迷によって増額

されており，その額は三位一体改革開始時点の水準に戻っている。これまで地方財政計画

と決算額の乖離が大きいと指摘されてきたが，その典型的なケースといわれる投資的経費

の地方単独事業分は，三位一体改革を経てその乖離はほぼ解消していることがわかった。

基準財政需要額と人口についてＵ字型の関係性を確認した上で，回帰分析をおこなった。

三位一体改革前後の２００６年度と２０１０年度の推計結果によると，人口による説明力は高く，

関数のＵ字型における逓減部分が長くなっていることがわかった。これは，中井（１９８８）

に従うと，より多くの人口規模の自治体にまで段階補正を認めているものといえる。

基準財政収入額と人口について線型の関係性を想定し，回帰分析をおこなった。推計結

果によると，人口に関する係数は，２００６年度と２００７年度は有意であるが，２０１０年度では有

意な結果が得られなかった。人口に関する係数は，２００６年度から２００７年度にかけて若干上

昇していることから，三位一体改革による税源移譲で１人当たりの基準財政収入額は均等

化されていると評価できる。

本稿においても過去の研究結果が示すとおり，基準財政需要については人口規模が大き

く関与していることがわかった。三位一体改革後の２００７年度には人口と面積による包括算

基準財政需要・収入の構造変化について（鈴木）
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�　岡本（２００２）１３１ページ，１３行目から引用。

�　経済財政諮問会議資料「地方分権改革について」（２００８年１０月２４日資料）より引用。



定経費が部分的に導入されたことは，むしろ制度の複雑化を招いている。本来の目的に合

致した制度設計が求められる。
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